
１．街づくりルール改革計画の進捗状況 
 平成24年6月に改定した街づくりルール改革計画に掲げる「街づくりルール形成に向けて具体的に取り組む事項」の進捗状況と

今後の対応方針は次表のとおりです。 

 

具体的に取り組む内容 

（改革計画） 

平成24年度の 

進捗状況 

平成25年度の 

進捗状況 

平成26年度の 

進捗状況 

平成27年度以降の 

対応方針 

① 歴史的・文化的資源を活かした街づくり 

ア 小田原城天守閣への眺望

確保のための基準等の整備 

小田原駅東口お城通り地

区再開発事業等の進捗状況

を勘案しながら、眺望確保の

ための基準等を整備すると

ともに、事業の進捗にあわせ

た必要な措置を講じます。 

 

計画建物の

配置や高さの

調整を進めた。 

 

駐車場施設

の実施設計に

おいて、調整の

結果、眺望確保

が措置された。 

 

眺望に関わ

る駐車場施設

の外観につい

て最終調整を

行った。 

 

引き続き、広域交流施設の事業進捗に合わ

せ、景観評価員の意見を聞きながら、関係課

と調整を進め、眺望の対象範囲（高さ及び幅）

の確保、適切な色彩や緑化等について確認す

る。 

イ 歴史的風致維持向上計画

重点区域内における景観計

画重点区域の拡大の検討 

国の認定を受けた小田原

市歴史的風致維持向上計画

に基づき、歴史的風致の維持

及び向上に資する景観施策

の充実を図るため、地元の協

議会組織などと協働すると

ともに、歴史まちづくり法に

基づく協議会の意見も伺い

ながら、基準の策定等を進

め、平成 27年度を目途に景

観計画重点区域の拡大を実

施します。 

 

歴史的風致

維持向上推進

等調査（生涯学

習課の国の委

託調査）で活用

実証を行った。 

 

板橋地区に

おいて、地元組

織とともに歴

史的な建造物

の維持・向上を

図った。 

 

かまぼこ通

り地区におい

て、街なみの景

観整備等の意

向のある地元

組織へ勉強会

等を実施した。 

 

引き続き、かまぼこ通り地区において、景

観整備等の意向のある地元組織を中心に、景

観計画重点区域の拡大や地区計画への移行を

目標に、区域住民と共に身近な街づくりに関

するルールづくり、協議会への組織化等への

支援を行う。 

ウ 歴史的風致維持向上地区

計画の活用の検討 

小田原市歴史的風致維持

向上計画に基づき、本市固有

の歴史的風致の維持及び向

上を図るため、良好な街並み

が形成されている一定の区

域において、良好な環境整備

等を進めることを目的とし

た歴史的風致維持向上地区

計画の活用を検討するとと

もに、地域の意向等を踏ま

え、制度活用の必要が認めら

れた時点で地区計画の手続

を開始します。 

 

平成 24年 10

月6日に市管理

の歴史的風致

形成建造物4件

の指定をした。 

 

歴史的風致

維持向上地区

計画の制度や

導入し得る一

定の区域につ

いて、制度活用

に向けた研究

を行った。 

 

所管課にて

同地区制度活

用の検討の前

提となる歴史

的建造物の保

存活用を進め

た。 

 

歴史的風致の核となる建造物及び周辺の環

境整備を図るうえで、同地区計画の活用が有

効だと考えられる場合、具体的に検討してい

く。 

  

１．改革計画の進捗状況 



具体的に取り組む内容 

（改革計画） 

平成24年度の 

進捗状況 

平成25年度の 

進捗状況 

平成26年度の 

進捗状況 

平成27年度以降の 

対応方針 

② 地域環境の維持・保全と計画的な街づくり 

ア 保留区域の市街化区域編

入のための開発等の促進 

次回線引きの見直しに向

けて、引き続き地域特性や住

宅需要を見据えるとともに、

事業化検討案を踏まえて、地

権者の合意形成を図り、平成

２５年度を目途に措置する

ものとします。 

 

全体説明会及

び意向調査を実

施した。 

 

地権者の合意

形成が図られず

に、第6回線引

き見直し期間内

での事業実施に

至らなかった。 

― ― 

イ 地区計画制度の活用の促

進 

既成市街地における建物

の用途や高さ制限など地区

の特性に応じたきめ細かな

街づくりを進めるため、ま

た、人口減少等によりコミュ

ニティの衰退が懸念される

市街化調整区域の既存集落

において、地区計画制度の活

用を促進します。特に市街化

調整区域における地区計画

制度の活用については、産業

振興等に対する要望もある

ことから、関係部局と連携し

ながら活用の促進を図るも

のとします。 

 

既存の区域拡

大の変更告示、

新たな計画の都

市計画提案がな

された。 

 

平成 25年 11

月 14日に緑城

山地区地区計画

を決定した。 

 

根府川地区

では、市街化調

整区域の地区

計画決定に向

け継続的に勉

強会を開催し

た。 

川東北部地

域の上曽我地

区及び下大井

地区において、

地区計画制度

の説明を行っ

たが、活用意向

は示されてい

ない。 

 

 

根府川地区は地元の要請に基づき、継続的

に意見交換及び検討を進め、地域の合意が図

られた場合には、すみやかに都市計画決定に

向けた手続きを行う。 

上曽我地区及び下大井地区についても、地

区計画制度の活用意向が示されれば、根府川

地区と同様に都市計画決定に向けた検討を

進める。 

③ 地域特性を活かした魅力的なまちづくり 

ア 優良田園型住宅の建設の

促進のための基準等の整備 

連たん区域開発許可制度

に準じた土地区画整理事業

などの実施にあたっては、こ

れまでの連たん区域開発許

可の状況等を踏まえるとと

もに、市街化調整区域におけ

る土地利用方針などについ

て都市部内での横断的な検

討を実施した上で、早期に措

置するものとします。 

 

調整区域の土

地利用の在り方

検討会で検討を

進めた。 

 

連たん区域開

発許可制度に準

じた土地区画整

理事業の実施の

際は、同時に地

区計画提案を誘

導し、良好な田

園環境の保全に

努めることが望

ましいとの結論

に至った。 

 

― ― 

イ 街路樹の整備・維持育成管

理基準の運用促進 

平成１９年度に策定した

街路樹の整備・維持育成管理

基準案に沿った整備を進め

るため、運用に向けた体制を

国県等の道路管理者と協議

し、構築します。また、整備

路線においては、基準案に沿

った整備が行なわれるよう

建設部と調整を図りながら

その運用を促進します。 

 

街路樹の整備

や維持育成管理

の基準（案）を

参考に道路管理

者と協議し、植

栽を実施してい

る。 

 

平成 27年度

に策定を予定し

ている市の「緑

の基本計画」に、

基準（案）の内

容を盛り込むこ

とを所管課と調

整した。 

 

「緑の基本

計画」策定後、

所管課にて運

用を図るよう

調整した。 
－ 

  



具体的に取り組む内容 

（改革計画） 

平成24年度の 

進捗状況 

平成25年度の 

進捗状況 

平成26年度の 

進捗状況 

平成27年度以降の 

対応方針 

④ 地域の実情にあわせた土地利用 

ア 広域的見地による大規模店

舗の立地規制・誘導施策の検討 

社会経済情勢の大きな変

化を踏まえ、これまで検討を

進めてきた特別用途地区に

限定せず、広域的見地による

大規模店舗の配置などにつ

いて、条例等による規制・誘

導策を含めた検討を実施し、

平成２７年度を目途に必要

な措置を講じます。 

 

「小田原市

商業者等の地

域貢献に関す

る条例」及び

「小田原市工

場立地法第4条

の2第2項の規

定による準則

を定める条例」

を制定した。 

 

大規模店舗

事業者から提

出された地域

貢献計画の内

容をホームペ

ージ上で公開

した。 

 

 昨年度と同様

に、大規模店舗

事業者から提出

された地域貢献

計画の内容をホ

ームページ上で

公開した。 

 

平成 27年度も引き続き、大規模店舗の地

域貢献の責務等を定めた両条例の施行に伴

う効果の検証を実施し、地域においてどのよ

うな効果があったのかを把握する。 

イ 市街化調整区域における

土地利用の在り方等の検討 

市街化調整区域において

は、急速な少子高齢化や既存

集落の活力低下などにより

コミュニティの維持・保全等

の対応すべき課題が顕在化

していることから、課題の解

決に向けた施策展開を図る

ため、関係部局からのヒアリ

ングの実施や学識経験者等

の意見を参考にしながら土

地利用の方針の策定に努め

ます。また、市街化調整区域

内の開発許可に係る審査基

準については、この方針の策

定にあわせ、既存の都市基盤

施設を有効利用した街づく

りの推進が図られるよう見

直しを検討します。 

 

都市計画マ

スタープラン

に掲げる土地

利用の方針を

補完する、「（仮

称）市街化調整

区域の土地利

用の基本方針」

を定め、課題解

決の方向性を

示すこととし

た。 

 

各課の所管

に関する現状

と課題につい

て共通の認識

を持つととも

に、今後の市街

化調整区域の

土地利用がど

うあるべきか

の検討を進め

てきた。 

 

平成 26年 1

月 30日付けで

市街化調整区域

に土地を所有す

る 方 （ 10,758

名）に対し、改

めて「今後の市

の対応」につい

てハガキで送付 

平成 27年 3

月定例会の代表

質問、個人質問

において、今後

の既存宅地開発

許可制度の考え

が問われた。 

 

（平成27年3月定例会代表質問答弁要旨） 

人口減少・超高齢社会において行政や民間

による市民サービスの維持など、都市の持続

性を考えると、市街化調整区域においても、

集約化を図るなど、一定の人口密度を保つこ

とが必要になると考えている。 

市街化調整区域の土地利用の在り方につ

いては、地域住民をはじめ、農業、都市計画

の学識経験者などの意見を伺いながら、長期

的な視点に立ち、しっかりと議論してまいり

たい。 

また、こうした議論の結果を受けて、既存

宅地開発許可制度や優良田園住宅型連たん

区域開発許可制度など、市街化調整区域の許

可基準の見直しを検討してまいりたい。 

⑤ 災害に強い街づくり 

ア 災害対策の強化のための

土地利用方針等の検討 

東日本大震災を踏まえ、い

つ発生するかわからない大

規模災害等に対応するため、

土地利用の観点から積極的

な制度活用や必要な基準の

整備などについて、部内横断

的な検討を進めます。 

 

市街地内に

ある空地の緊

急避難的な利

用について、検

討を始めた。 

 

市街化区域

内にある農地

について、災害

発生時の活用

を視野に入れ

て、所管課と協

議を実施した。 

 

優良建築物等

整備事業の補助

要綱の見直しの

中で、災害時の

防災性の向上を

図る公開空地の

配置等について

検討した。 

 

引き続き災害対策の強化に係る検討を行

う。 

イ 開発事業における公共空

間の在り方の検討 

既成市街地における老朽

化した建築物の建替えに伴

う開発行為等に際し、避難場

所や避難経路となる空地や

公園、道路等の公共空間を確

保する仕組みを整備するこ

とを目的に、安全・安心の観

点から公共空間の在り方や

接する道路等の要件の一部

見直しなどを検討します。 

 

公共空間の

在り方につい

て引き続き検

討し、空間確保

について指導

する。 

 

 公園等の空

地や植栽スペ

ースを設ける

際の公開空地

の在り方とし

て、環境の保

全、災害の防止

及び利便増進

の寄与につい

て検討し、指導

した。 

 

開発事業協議

時に、植栽及び

自主管理広場等

の整備につい

て、防災上等に

配慮し公共空間

と一体に整備す

るように指導し

た。 

 

引き続き公共空間の創出等について指導

を行う。 

  



具体的に取り組む内容 

（改革計画） 

平成24年度の 

進捗状況 

平成25年度の 

進捗状況 

平成26年度の 

進捗状況 

平成27年度以降の 

対応方針 

⑥ その他 

ア 街づくりルール形成促進

条例の見直し等の検討 

市民・事業者・行政の協働

によって誰もが望むまちに

近づけることを目的として、

市民が積極的に街づくりに

参加できるよう、その活用の

促進を図るとともに、必要に

応じて条例改正等の措置を

講じます。 

 

活用実績 1

件、地区計画 3

件の実績があ

り、特段の支障

は生じていな

い。 

 

新たに地区

計画1件の実績

があった。 

 

かまぼこ通

り地区におい

て、地区街づく

り基準の策定

に向けた動き

があり、地元と

制度活用に係

る勉強会を開

催した。 

 

 

 かまぼこ通り地区については、引き続き地

区街づくり基準の策定に向けて地元と連携を

図るとともに、必要に応じて条例改正等の措

置を講じる。 

 
 
 
 
 


